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  証券コード6482
  平成24年６月12日
株 主 各 位  
 京都市伏見区久我本町11番地の260
 

 代表取締役社長 小 谷 眞由美

第39期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素より格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。
　さて、当社第39期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年６月26日（火曜日）

午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成24年６月27日（水曜日）午前10時
２．場 所 京都市伏見区久我本町11番地の260

当社本社第２工場４階会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項  
　報 告 事 項 １．第39期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）事

業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　  ２．第39期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）計
算書類の内容報告の件

　決 議 事 項  
　第１号議案 取締役５名選任の件
　第２号議案 監査役１名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.
yushin.com）に掲載させていただきます。
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（提供書面）
　

事　 業　 報　 告

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

　

１．企業集団の現況に関する事項

(１)　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における世界経済は、米国経済が回復基調にあるものの、

欧州の債務不安は新興国経済の成長を頭打ちにさせるなど、先行き不透明

な状況です。わが国経済は、震災の復興需要により立ち直りつつあり、輸

出産業の収益を圧迫した円高傾向も回復基調にあります。当社グループの

関連するプラスチック成形業界におきましては、地域別にはアジア及び北

米、業種別には自動車・家電関連及び医療や生活関連用品向けの需要が堅

調でした。

　このような情勢の中で当社グループは、東南アジアの需要を受注に結び

つけ、自動車関連の他に電子部品及び光学・精密機器といった業種への売

上を伸ばしました。その結果、連結売上高は前期比13.3%増の14,240百万円

となりました。利益面では、円高の影響を受けたものの新商品投入の効果

で、営業利益は前期比15.9％増の1,272百万円、経常利益は前期比20.0%増

の1,265百万円、当期純利益は前期比6.6%増の778百万円となりました。
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品目別連結売上高は下記のとおりであります。
　 （単位：千円）

区　分
前連結会計年度（第38期） 当連結会計年度（第39期）

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

取 出 ロ ボ ッ ト 8,912,734 70.9％ 9,048,483 63.5％

特 注 機 1,670,074 13.3 3,085,576 21.7

部 品 ・ 保 守 サ ー ビ ス 1,984,839 15.8 2,105,948 14.8

合 計 12,567,648 100.0 14,240,008 100.0

 　　

(２)　設備投資の状況

　当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は

2,009百万円であり、その主なものは本社の新工場用地の取得1,724百万円、

新機種の金型製作費73百万円、㈱ユーシン・コリアの新工場用地の取得72

百万円及び研究開発に伴う設備投資45百万円などであります。

　

(３)　資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。
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(４)　財産及び損益の状況

区　分
第 36 期 第 37 期 第 38 期 第 39 期

(平成21年３月期) (平成22年３月期) (平成23年３月期) (平成24年３月期)

売 上 高 (千円） 19,272,301 12,369,935 12,567,648 14,240,008

経 常 利 益 (千円） 2,805,258 872,400 1,055,101 1,265,740

当 期 純 利 益 (千円） 1,468,190 487,509 729,833 778,283

１株当たり当期純利益 (円） 82.71 27.87 41.73 44.50

総 資 産 (千円） 21,977,500 20,593,798 21,583,634 22,641,673

純 資 産 (千円） 17,864,104 18,115,226 18,495,803 18,787,344

１株当たり純資産額 (円） 1,019.99 1,034.11 1,055.42 1,072.24

（注)　１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数、１株当たり純資産額は期末発行済株

式総数に基づき算出しております。

　

(５)　対処すべき課題

　当社を取り巻く外部環境につきましては、甚大な被害をもたらした東日

本大震災やタイの洪水などの影響からは持ち直しつつあります。国内では

自動車関連を中心に需要が見込まれ、電力供給への不安から省エネ機器へ

の設備投資が進むと予想され、海外では北米・韓国・東南アジアが好調に

推移すると予想されます。

  このような環境の中、当社グループといたしましては価格競争力を含む

商品力の強化、差別化を進めることと、更なるグローバル営業展開の強化

が課題であります。また複数の事業の柱を確立すべく、技術シナジーや販

売のシナジーを発揮できる事業分野において新商品を開発し、市場に投入

していくことが課題であります。

　そのための戦略として、日本機械学会賞（技術）を受賞した最適設計技

術を汎用ロボットに導入、展開してまいります。高速、軽量、省エネとい

う絶対的な優位性でもって、他社とは明確に差別化された商品情報を発信

してまいります。また技術的シナジーのある新規領域として、半導体、医

療分野への事業展開を推進してまいります。
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(６)　重要な子会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金
出資
比率

主要な事業内容

ユーシン・アメリカ・インク
米国・ロード
アイランド州

８千米ドル 100％
当社製品の販売と保守修理
当社後工程機の製造・販売
と保守修理

㈱ユーシン・コリア
大韓民国・
京畿道始興市

350,000千ウォン 100％ 当社製品の販売と保守修理

ユーシン・プレシジョン・イクイ
ップメント・(シンガポール)・プ
ライベート・リミテッド

シンガポール 370
千シンガポ
ールドル

100％ 当社製品の販売と保守修理

ユーシン・プレシジョン・イクイ
ップメント・エス・ディー・エヌ・
ビー・エイチ・ディー

マレーシア・
セランゴール州

500
千マレー
シアリン
ギット

100％ 当社製品の販売と保守修理

有信國際精機股有限公司
中華民国・
台 北 市

5,000
千ニュー
台湾ドル

100％ 当社製品の販売と保守修理

ユーシン・プレシジョン・イクイ
ップメント・(タイランド)・カン
パニー・リミテッド

タ イ ・
バンコク市

6,000
千 タ イ
バーツ

49％ 当社製品の販売と保守修理

ユーシン・オートメーシ
ョン・リミテッド

英国・ウエ
ストミッド
ランド州

150
千イギリス
ポンド

95.6％ 当社製品の販売と保守修理

有信精机貿易(深)有限公司
中華人民共
和国・広東
省深市

400千米ドル 100％ 当社製品の販売と保守修理

有信精机商貿(上海)有限公司
中華人民共
和国・上海
市

200千米ドル 100％ 当社製品の販売と保守修理

ユーシン・プレシジョン・イクイ
ップメント・(インディア)・プラ
イベート・リミテッド

インド・チェ

ンナイ市
7,400

千インド
ルピー

95％ 当社製品の販売と保守修理

広州有信精密机械有限公司
中華人民共
和国・広東
省広州市

13,742千中国元 100％ 当社製品の製造

ﾕｰｼﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･ｲｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄ･(ｽﾛﾊﾞｷｱ)･ｴｽ･ｱｰﾙ･ｵｰは、平成23年10月に清算結了したため、連結の範

囲から除外しております。　
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(７)　主要な事業内容（平成24年３月31日現在）

　当社グループは、主としてプラスチック射出成形品の取出ロボット及び

ストック装置並びに成形工場のＦＡ（ファクトリー・オートメーション）

化システムの開発・製造・販売を主な事業内容としております。

　

(８)　主要な営業所及び工場(平成24年３月31日現在）

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社
本社第１工場・第２工場・第３
工場・第５工場・第６工場

京 都 市 伏 見 区
長 野 営 業 所 長 野 県 塩 尻 市

静 岡 営 業 所 静 岡 市 駿 河 区

東 京 統 括 営 業 所 東 京 都 中 央 区 名 古 屋 西 営 業 所 三 重 県 桑 名 市

北関東統括営業所 さ い た ま 市 北 区 富 山 営 業 所 富 山 県 富 山 市

中 部 統 括 営 業 所 愛 知 県 豊 川 市 広 島 営 業 所 広 島 市 西 区

西日本統括営業所 京 都 市 伏 見 区 福 岡 営 業 所 福 岡 市 博 多 区

東 北 営 業 所 福 島 県 福 島 市 インドネシア駐在員事務所 インドネシア・ジャカルタ市

つ く ば 営 業 所 茨 城 県 つ く ば 市 ベトナム駐在員事務所 ベトナム・ハノイ市

栃 木 営 業 所 栃 木 県 佐 野 市 ホーチミン駐在員事務所 ベトナム・ホーチミン市

西 関 東 営 業 所 神 奈 川 県 厚 木 市 フィリピン駐在員事務所 フィリピン・マカティシティ

　

(９)　従業員の状況（平成24年３月31日現在）

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

571（55）名 25名増

（注）　従業員数は就業人員（当社への出向者を含む。）であり、パートタイマー及びアルバイ

トは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　

(10)　主要な借入先の状況 （平成24年３月31日現在）

該当事項はありません。

　

(11)　その他企業集団の現状に関する重要な事項

　特記すべき事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（平成24年３月31日現在）

(１)　発行可能株式総数 40,000,000株

(２)　発行済株式の総数 17,819,033株

(３)　株主数 5,021名

(４)　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ユ ー シ ン イ ン ダ ス ト リ ー 4,376千株 25.0％

小 谷 眞 由 美 2,239 12.8

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社
(信託口3071019）

774 4.4

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株式会社(リテール信託口620021158）

774 4.4

日本トラスティ・サービス信託銀行
株 式 会 社 ( 信 託 口 ）

605 3.5

京 都 中 央 信 用 金 庫 544 3.1

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 424 2.4

アールービーシー  デクシア  イン
ベスター サービシーズ トラスト，
ロンドン クライアント アカウント

423 2.4

ザ  チェース マンハッタン バンク
エ ヌ エ イ  ロ ン ド ン  エ ス  エ ル

オ ム ニ バ ス  ア カ ウ ン ト 　
361 2.1

株 式 会 社 京 都 銀 行 352 2.0

（注）持株比率は自己株式（328,960株）を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

(１)　取締役及び監査役の状況（平成24年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 小 　 谷 　 眞 由 美 　

専 務 取 締 役 木    村       賢 　

常 務 取 締 役 大 　 立 　 泰 　 治 開発本部責任者

取 締 役 辻 　 本 　 雄 　 二 管理本部責任者兼総務部責任者 

取 締 役 北 川 康 史 製造本部責任者兼品質保証部責任者 

常 勤 監 査 役 澤 　 田 　 主 二 郎 　

監 査 役 折 　 田 　 泰 　 宏 弁護士

監 査 役 吉 　 川 　 孝 　 雄 大学名誉教授

（注）１.監査役折田泰宏氏および吉川孝雄氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ

ります。

２.当事業年度における社外監査役の活動状況は、次のとおりであります。

監査役　折田泰宏

当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席し、監査役会５回のうち４

回に出席いたしました。取締役会においては、法律家としての専門的・実務的見地

から報告事項や決議事項について疑問点等を明らかにするために適宜質問し、意見

を述べております。また、監査役会においては、内部監査結果の報告書閲覧、監査

に関する意見交換、重要事項の協議等を行っており、定期的に会計監査人から会計

監査の内容報告を受けるほか、経営トップとの定期的な意見交換を行っております。

監査役　吉川孝雄

当事業年度に開催された取締役会12回のうち10回に出席し、監査役会５回のうち４

回に出席いたしました。取締役会においては、学識経験者としての見地から報告事

項や決議事項について疑問点等を明らかにするために適宜質問し、意見を述べてお

ります。また、監査役会においては、内部監査結果の報告書閲覧、監査に関する意

見交換、重要事項の協議等を行っており、定期的に会計監査人から会計監査の内容

報告を受けるほか、経営トップとの定期的な意見交換を行っております。

３.当該事業年度中の取締役及び監査役の異動

該当事項はありません。

４.当社は、監査役吉川孝雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。　
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(２)　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 ５名 148,800千円

監 査 役 ３名 30,300千円

合 計 ８名 179,100千円

（注）１.平成20年６月27日開催の第35期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額

300,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内と決議いただいておりま

す。

なお、現在当社には、使用人兼務取締役はおりません。

２.上記報酬等の総額には毎月定額で支払われる月額報酬のほかに下記のものが含まれて

おります。

・役員賞与引当額16,950千円（取締役16,950千円）

３.役員退職慰労引当金につきましては、平成18年６月29日開催の第33期定時株主総会終

結の時をもって退職慰労金制度を廃止しており、平成18年７月以降新規の引当計上を

行っておりません。このため、当期末の残高66,780千円は、当期末に在任の取締役が

平成18年６月以前に就任していた期間に応じて引当計上した額であります。

４.社外監査役に対する報酬の総額は２名4,800千円であります。
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４．会計監査人に関する事項

(１)　会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

　

(２)　会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26,200千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額
33,062千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

　

(３)　非監査業務の内容

　国際業務に関する助言・指導

　

(４)　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会

の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目

的とすることといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報

告いたします。

　

(５)　責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定め

る最低限度額としております。
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５．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制、その他会社の

業務が適正に行われるための体制は、以下のとおりであります。

　

（１）取締役、使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するた

　　　めの体制

　全社員が法令及び社会通念を遵守した行動をとるための行動規範を定

め、各部署朝礼を通じて周知徹底を図っております。さらに、コンプラ

イアンスに関連する内容については、取締役会・監査役会・役員ミーテ

ィングにおいて対応する体制をとっております。内部統制については、

主に内部監査室が各部門の業務監査を行なうなかで充実させております。

　

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る文書その他の情報等については、「文書取

扱規程」に則り、その重要度に応じて適性に保存・管理し、取締役及び

監査役は、それらを必要に応じて閲覧できるものとしております。

　

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　コンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ及び輸出管理等に

ついては、それぞれのリスク管理部署において規則の制定、マニュアル

の作成、教育の実施を行うものとしております。その情報は取締役会・

役員ミーティングにてタイムリーに集約され、その回避あるいは低減の

ための対応を、代表取締役社長の指揮の下、迅速かつ適切に実行できる

体制をとっております。

　

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、原則月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務

執行状況の管理・監督を行い、透明性の高い経営に努めております。取

締役会は経営効率を向上させるため、経営全般に関する重要事項につい

て細部に亘って審議しております。業務の運営については、事業環境を

踏まえ各年度予算を立案し、全社的な目標を設定しております。各部門

は、その目標達成に向けて具体策を立案し、実行しております。　
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（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

　　　の体制

　グループ全体のコーポレートガバナンス、コンプライアンス及び財務

報告の適正性を確保するため、グループ間の連携を密にし、管理体制の

強化を図っております。グループ全体の経営管理については、「子会社

管理規程」に従い管理・運営しております。

　

（６）監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

　　　使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する

　　　事項

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じ

て、内部監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を依頼することが

できるものとしております。また、監査役より監査業務に必要な命令を

受けた使用人は、取締役、内部監査室責任者の指揮命令を受けないもの

としております。

　

（７）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への

　　　報告に関する体制

　監査役は、重要な会議に出席、あるいは業務の運営状況につき適宜報

告を受けることとしております。取締役及び使用人は、監査役に対して、

法定の事項に加え、当社及び当社グループ会社に重大な影響を及ぼす事

項等を速やかに報告することとしております。

　

（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交

換会を開催することとしております。また、内部監査室との連携も図る

こととしております。
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６．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして事

業運営にあたっております。

　このため、安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとと

もに、各期の業績等を十分勘案した配当による利益還元を行うことを基本方

針としております。

　当事業年度につきましては、中間配当は１株当たり10円を実施し、期末配

当は１株当たり10円を行いますので、年間配当は１株当たり20円となります。



－ 14 －

連 結 貸 借 対 照 表

（平成24年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

商 標 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

16,964,191

7,747,068

4,670,510

300,000

898,193

856,105

1,861,430

56,813

365,173

227,019

△18,123

5,677,481

5,105,195

977,399

17,496

21,011

16,653

131,065

3,935,369

2,988

3,211

81,147

11,430

695

8,426

60,594

491,139

241,443

16,865

271,419

△38,589

流 動 負 債 3,728,298

支払手形及び買掛金 2,314,053

未 払 金 468,424

未 払 費 用 97,287

未 払 法 人 税 等 300,968

前 受 金 209,459

賞 与 引 当 金 180,000

役 員 賞 与 引 当 金 16,950

製 品 保 証 引 当 金 104,897

繰 延 税 金 負 債 3,465

そ の 他 32,791

固 定 負 債 126,030

役員退職慰労引当金 66,780

そ の 他 59,250

負 債 合 計 3,854,328

（ 純 資 産 の 部 ）  

株 主 資 本 19,287,162

資 本 金 1,985,666

資 本 剰 余 金 2,023,903

利 益 剰 余 金 15,625,496

自 己 株 式 △347,903

その他の包括利益累計額 △533,596

その他有価証券評価差額金 47,576

為 替 換 算 調 整 勘 定 △581,173

少 数 株 主 持 分 33,778

純 資 産 合 計 18,787,344

資 産 合 計 22,641,673 負債・純資産合計 22,641,673
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連 結 損 益 計 算 書

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 14,240,008

売 上 原 価 8,810,071

売 上 総 利 益 5,429,937

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,157,042

営 業 利 益 1,272,895

営 業 外 収 益 68,856

受 取 利 息 及 び 配 当 金 31,556

仕 入 割 引 10,077

そ の 他 27,223

営 業 外 費 用 76,011

売 上 割 引 453

為 替 差 損 71,910

そ の 他 3,647

経 常 利 益 1,265,740

特 別 利 益 2,290

固 定 資 産 売 却 益 1,662

投 資 有 価 証 券 売 却 益 627

特 別 損 失 2,938

固 定 資 産 除 売 却 損 2,350

投 資 有 価 証 券 評 価 損 588

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,265,092

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 504,481

法 人 税 等 調 整 額 △20,135

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 780,746

少 数 株 主 利 益 2,462

当 期 純 利 益 778,283
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連結株主資本等変動計算書

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

（単位：千円）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成23年４月１日期首残高 1,985,666 2,023,903 15,249,493 △347,208 18,911,854

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △402,280  △402,280

当期純利益   778,283  778,283

自己株式の取得    △694 △694

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計 － － 376,002 △694 375,308

平成24年３月31日期末残高 1,985,666 2,023,903 15,625,496 △347,903 19,287,162

 

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

平成23年４月１日期首残高 51,056 △503,005 △451,949 35,898 18,495,803

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △402,280

当期純利益     778,283

自己株式の取得     △694

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）
△3,479 △78,168 △81,647 △2,119 △83,767

連結会計年度中の変動額合計 △3,479 △78,168 △81,647 △2,119 291,540

平成24年３月31日期末残高 47,576 △581,173 △533,596 33,778 18,787,344
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１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(１)連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結対象としており、連結子会社は次の11社であります。なお、前連結会

計年度末まで連結子会社でありましたユーシン・プレシジョン・イクイップメント・（ス

ロバキア）・エス・アール・オーは、平成23年10月に清算結了したため、連結の範囲から

除外しております。なお、清算結了までの損益計算書については連結しております。

　

会 社 名

ユーシン・アメリカ・インク

㈱ユーシン・コリア

ユーシン・プレシジョン・イクイップメント・

（シンガポール）・プライベート・リミテッド

ユーシン・プレシジョン・イクイップメント・

エス・ディー・エヌ・ビー・エイチ・ディー

有信國際精機股有限公司

ユーシン・プレシジョン・イクイップメント・

（タイランド）・カンパニー・リミテッド

ユーシン・オートメーション・リミテッド

有信精机貿易（深）有限公司

有信精机商貿（上海）有限公司

ユーシン・プレシジョン・イクイップメント・

（インディア）・プライベート・リミテッド

広州有信精密机械有限公司

　

(２)持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありません。

　

(３)連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の決算日は、12月31日であります。

なお、連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。

ただし、連結子会社の決算日の翌日から連結決算日までの期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。
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 (４)会計処理基準に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

主として移動平均法により算定）

ロ．デリバティブ 時価法

ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 及 び 製 品 ・

仕 掛 品

主として個別法による原価法(貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

原 材 料 主として総平均法による原価法(貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯 蔵 品 最終仕入原価法
　
②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

主として定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　　　　物　：　13～40年

機械及び装置　：　５～12年

ロ．無 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）　

 

　自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能期間に基づく定額法

　その他の無形固定資産 定額法

ハ．リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法

を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。　
　

③重要な引当金の計上基準

イ．貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。
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ロ．賞 与 引 当 金 当社は、従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給

見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しておりま

す。

ハ．役 員 賞 与 引 当 金 当社は、役員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計

上しております。

ニ．製 品 保 証 引 当 金 製品売上に対する無償補修費用の発生に備えるため、過

去の実績等を基礎にして計上しております。　

ホ．役員退職慰労引当金 当社は、役員に対する退職慰労金の支給に充てるため、

内規による退職慰労金の当連結会計年度末要支給額を計

上しております。なお、当制度は平成18年６月29日をも

って廃止となり、平成18年７月以降新規の引当計上を停

止しております。従いまして、当連結会計年度末の残高

は、当連結会計年度末に在任の取締役が平成18年６月以

前に就任していた期間に応じて引当計上した額でありま

す。

　

④退職給付会計

  従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

残高見込額に基づき、年金資産の退職給付債務超過額を「固定資産」の「投資その他の資

産」の「その他」に計上しております。なお、数理計算上の差異は、各期の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間（10～16年）による定額法により按分した額を、それぞれ発

生の翌期から費用処理することとしております。

 
⑤その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 
 (５)追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）

及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(１)有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,117,298千円

(２)連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をおこな

っております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日

満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　94,219千円

　　　支払手形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　78,587千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(１)発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期

首の株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度末

の株式数(株)

普通株式 17,819,033 － － 17,819,033

　

(２)自己株式の数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期

首の株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度末

の株式数(株)

普通株式 328,497 463 － 328,960

(注)　自己株式の数の増加463株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

　

(３)剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成23年５月11日

取締役会
普通株式 227,376 13 平成23年３月31日 平成23年６月14日

平成23年11月７日

取締役会
普通株式 174,903 10 平成23年９月30日 平成23年12月５日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後と

なるもの

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成24年
５月９日
取締役会

普通株式 174,900 利益剰余金 10 平成24年３月31日 平成24年６月13日
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　４．金融商品に関する注記

(１)金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については、短期的な定期預金や譲渡性預金等に限定し、投機

的な取引は行わない方針であります。なお、運転資金は全て自己資金にて行っております。

またデリバティブは、為替リスクを回避するため利用する可能性がありますが、投機的な取

引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海

外向けの売上によって発生する外貨建ての営業債権は為替変動リスクに晒されております。

　有価証券及び投資有価証券は、株式及び譲渡性預金であり、市場価格の変動リスクに晒さ

れております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４か月以内の支払期日であります。

③金融商品に係るリスク管理体制

　売掛債権管理規程及び与信管理規程によって、取引相手ごとの支払期日や債権残高の管理

を行うとともに、取引先の信用状況を把握する体制をとっております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行先の財務状況の把握に努めております。

　

(２)金融商品の時価等に関する事項

  平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。　

　 　
連結貸借対
照表計上額
（ 千 円 ）

時 価
（ 千 円 ）

差 額
（ 千 円 ）

（1） 現 金 及 び 預 金 7,747,068 7,747,068 －

（2） 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 4,670,510 4,670,510 －

（3） 有価証券及び投資有価証券             

　 そ の 他 有 価 証 券 541,443 541,443 －

　 資 産 計 12,959,022 12,959,022 －

（1） 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,314,053 2,314,053 －

（2） 未 払 金 468,424 468,424 －

（3） 未 払 法 人 税 等 300,968 300,968 －

　 負 債 計 3,083,446 3,083,446 －
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（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（資産）

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金　

　これらは短期決済であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。　

（3）有価証券及び投資有価証券

　これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、譲渡性預金については短期

であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。　

（負債）

（1）支払手形及び買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等

　これらは短期決済であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。　

（３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額　

　
１年以内
（千円）

　
１ 年 超
5 年 以 内
（千円）
　

　
5 年 超
10年以内
（千円）
　

　
1 0 年 超
（千円）
　

現 金 及 び 預 金 7,747,068 － － －

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 4,670,510 － － －

有価証券及び投資有価証券                 

その他有価証券のうち
満 期 が あ る も の
　

300,000 － － －

合 計 12,717,579 － － －

　

５．１株当たり情報に関する注記

①１株当たり純資産額 1,072円24銭

②１株当たり当期純利益 44円50銭


(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

（平成24年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

未 収 消 費 税 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

商 標 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

15,605,091

6,637,411

851,215

4,932,879

300,000

526,833

809,915

1,217,801

26,019

98,815

191,109

24,590

△11,500

6,363,061

4,780,964

820,852

17,496

10,879

281

93,824

3,831,429

2,988

3,211

19,803

11,430

695

7,677

1,562,293

241,443

767,878

170

267,132

32

28,764

38,589

67,291

189,580

△38,589

流 動 負 債 3,447,813

支 払 手 形 428,584

買 掛 金 1,863,458

リ ー ス 債 務 801

未 払 金 467,409

未 払 費 用 67,655

未 払 法 人 税 等 282,400

前 受 金 37,567

預 り 金 11,202

賞 与 引 当 金 180,000

役 員 賞 与 引 当 金 16,950

製 品 保 証 引 当 金 91,200

設 備 支 払 手 形 583

固 定 負 債 69,691

リ ー ス 債 務 2,371

役員退職慰労引当金 66,780

預 り 保 証 金 540

負 債 合 計 3,517,504

（ 純 資 産 の 部 ）  

株 主 資 本 18,403,072

資 本 金 1,985,666

資 本 剰 余 金 2,023,903

資 本 準 備 金 2,023,903

利 益 剰 余 金 14,741,405

利 益 準 備 金 286,314

その他利益剰余金 14,455,090

配当平均積立金 1,000,000

別 途 積 立 金 8,700,000

繰越利益剰余金 4,755,090

自 己 株 式 △347,903

評価・換算差額等 47,576

その他有価証券評価差額金 47,576

純 資 産 合 計 18,450,648

資 産 合 計 21,968,153 負債・純資産合計 21,968,153
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損　益　計　算　書

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 13,104,791

売 上 原 価 8,668,905

売 上 総 利 益 4,435,886

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,480,897

営 業 利 益 954,988

営 業 外 収 益 156,473

受 取 利 息 及 び 配 当 金 126,351

仕 入 割 引 10,077

そ の 他 20,045

営 業 外 費 用 3,905

売 上 割 引 453

為 替 差 損 3,443

そ の 他 8

経 常 利 益 1,107,557

特 別 利 益 627

投 資 有 価 証 券 売 却 益 627

特 別 損 失 10,986

固 定 資 産 除 売 却 損 2,318

投 資 有 価 証 券 評 価 損 588

関 係 会 社 株 式 評 価 損 8,079

税 引 前 当 期 純 利 益 1,097,198

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 399,791

法 人 税 等 調 整 額 △2,517

当 期 純 利 益 699,924
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株主資本等変動計算書

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

（単位：千円）

 

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資 　 本

準 備 金

資 本

剰 余 金

合 計

利 　 益

準 備 金

その他利益剰余金
利 益

剰 余 金

合 計
配当平均

積 立 金

別 途

積 立 金

繰 越

利 益

剰 余 金

平成23年４月１日期首残高 1,985,666 2,023,903 2,023,903 286,314 1,000,000 8,700,000 4,457,446 14,443,761

事業年度中の変動額     　 　 　  

剰余金の配当     　 　 △402,280 △402,280

当期純利益     　 　 699,924 699,924

自己株式の取得     　 　 　  

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
    　 　 　  

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 297,643 297,643

平成24年３月31日期末残高 1,985,666 2,023,903 2,023,903 286,314 1,000,000 8,700,000 4,755,090 14,741,405

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本

合 計

そ の 他 有

価 証 券 評

価 差 額 金

評価・換算

差額等合計

平成23年４月１日期首残高 △347,208 18,106,122 51,056 51,056 18,157,178

事業年度中の変動額      

剰余金の配当   △402,280   △402,280

当期純利益   699,924   699,924

自己株式の取得  △694  △694   △694

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
　 　 △3,479 △3,479 △3,479

事業年度中の変動額合計 △694 296,949 △3,479 △3,479 293,469

平成24年３月31日期末残高 △347,903 18,403,072 47,576 47,576 18,450,648
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１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①子会社株式 移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額金は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移

動平均法により算定）

③たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品 最終仕入原価法

　 　

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

（リース資産を除く）　

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建　　　　物：13～38年

  　機械及び装置：12年

②無形固定資産

（リース資産を除く）　

自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能期間に基づく定額法

その他の無形固定資産 定額法

③リース資産　 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定

額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　 　

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。
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②賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額

のうち当事業年度の負担額を計上しております。

③役員賞与引当金 役員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上して

おります。

④製品保証引当金 製品売上に対する無償補修費用の発生に備えるため、

過去の実績等を基礎にして計上しております。

⑤役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支給に充てるため、内規に

よる退職慰労金の当事業年度末要支給額を計上してお

ります。なお、当制度は平成18年６月29日をもって廃

止となり、平成18年７月以降新規の引当計上を停止し

ております。従いまして、当事業年度末の残高は、当

事業年度末に在任の取締役が平成18年６月以前に就任

していた期間に応じて引当計上した額であります。

　 　

(4) 退職給付会計

  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産残高見

込額に基づき、年金資産の退職給付債務超過額を「固定資産」の「投資その他の資産」の「そ

の他」に計上しております。なお、数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平

均残存勤務期間（10～16年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費

用処理することとしております。　

　 　

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　 　

(6) 追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号

平成21年12月４日）を適用しております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,722,231千円

(2) 事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をおこなって

おります。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満

期手形が事業年度末残高に含まれております。

受取手形 94,219千円

支払手形 78,587千円

　(3) 関係会社に対する金銭債権債務

①  短期金銭債権 1,985,653千円

②  短期金銭債務 53,942千円

　

３．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

①　売上高 3,399,576千円

②　仕入高 11,847千円

③　販売費及び一般管理費 214,239千円

④　営業取引以外の取引高 107,726千円

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首

の株式数(株)

当事業年度増加

株式数(株)

当事業年度減少

株式数(株)

当事業年度末の

株式数(株)

普通株式 328,497 463 － 328,960

 (注)  自己株式の数の増加463株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。
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５．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産   

た な 卸 資 産  52,093千円

建 物 減 価 償 却 費  37,223千円

ソ フ ト ウ ェ ア  64,057千円

賞 与 引 当 金  68,580千円

未 払 事 業 税  23,093千円

製 品 保 証 引 当 金  34,747千円

役 員 退 職 慰 労 引 当 金  23,706千円

そ の 他  23,936千円

繰延税金資産小計  327,438千円

評 価 性 引 当 額  △23,706千円

繰延税金資産合計  303,731千円

繰延税金負債   

前 払 年 金 費 用  23,174千円

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  22,155千円

繰延税金負債合計  45,329千円

繰延税金資産の純額  258,401千円

（注）繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流　動　資　産 191,109千円

固　定　資　産 67,291千円

　

(2) 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するため

に必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公

布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人

税の課税が行われることとなりました。

　これに伴い、当事業年度末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）

は13,735千円減少し、法人税等調整額は16,072千円増加しております。
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

(1)貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナ

ンス・リース契約により使用しております。

① 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

 取 得 価 額 相 当 額 減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額

工具、器具及び備品 3,813千円 3,609千円 203千円

合 計 3,813千円 3,609千円 203千円

② 事業年度の末日における未経過リース料相当額

未経過リース料期末残高相当額

１　　年　　内 203千円

合　　　　　計 203千円

(2)オペレーティング・リース取引

　解約不能のものに係る未経過リース料

１　　年　　内 1,528千円

合　　　　　計 1,528千円
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７．関連当事者との取引に関する注記　

　子会社等

種類
　

会社等の
名称　
　

議 決 権
等 の 所
有 （ 被
所 有 ）
割 合
（％）

　関係内容　

取 引 の
内容　
　

取引金額
（千円）
　

科目　
　

期末残高
（千円）
　役 員

の 兼
任 等
　

事業上の
関係　

　
子会社
　

　

ユーシン・
アメリカ・
インク　

(所有)　
直接　
100.0
　

兼 任
２ 名
　

当社製品の
販売及び合
理化機械の
製造・販売
　

製品の販売 1,039,341 売掛金 366,207

㈱ ユ ー シ
ン・コリア
　

(所有)　
直接　
100.0
　

兼 任
２ 名
　

当社製品の
販売及び合
理化機械の
製造・販売

製品の販売 513,005 売掛金 299,831

ユーシン・
プレシジョ
ン・イクイ
ッ プ メ ン
ト・（タイ
ランド）・
カ ン パ ニ
ー・リミテ
ッド　
　

(所有)　
直接　
49.0　
　
　

兼 任
１ 名
　
　

当社製品の
販売及びア
フターサー
ビス
　

製品の販売 734,829 売掛金 461,074

広州有信精
密机械有限
公司　

(所有)　
直接　
100.0
　

兼 任
３ 名
　

当社製品の
製造

製品の販売 589,452 売掛金 587,525

　取引条件ないし取引条件の決定方針等

　　　(注) 製品の販売については、現地市場価格を勘案し、交渉の上決定しております。

　

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,054円92銭

(2) １株当たり当期純利益 40円02銭


(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告書　謄本

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年５月18日 

 株式会社　ユーシン精機  

 取　締　役　会 　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西  村    猛 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 林 洋 之 

 

   
 　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ユーシン精機の平成23

年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基
本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
　
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、株式会社ユーシン精機及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
　
利害関係　　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。
　

以　上
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計算書類に係る会計監査報告書　謄本

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年５月18日 

 株式会社　ユーシン精機  

 取　締　役　会　 御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西  村    猛 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 林 洋 之 

 

   
 　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ユーシン精機の

平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びに
その附属明細書について監査を行った。
　
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。
　

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第39期の取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、

以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の

環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類

等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま

た、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該

決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か

らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見

を表明しました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の

交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当

該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

 

 　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（平成17年10月28日　企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類

（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書）について検討いたしま

した。
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 ２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3) 連結計算書類の監査結果

  会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

平成24年５月21日

 

 株式会社ユーシン精機　監査役会 

 

常勤監査役 澤 　 田 　 主 二 郎 

社外監査役 折 田 泰 宏 

社外監査役 吉 川 孝 雄 

 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員(５名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

１
小　谷　眞由美

(昭和22年１月12日生)

昭和48年10月　当社入社

昭和57年10月　当社取締役

平成元年２月　当社取締役副社長（平成５年

３月より営業本部長を兼務）

平成14年12月　当社代表取締役社長

平成18年４月　当社代表取締役社長兼営業本

部責任者

平成23年３月　当社代表取締役社長

　　　　　　　現在に至る

2,239,901株

２
木　 村　   賢

(昭和29年４月１日生)

平成17年４月　当社入社、執行役員購買部長

平成17年10月　当社執行役員購買部責任者

平成18年４月　当社常務執行役員資材本部責

任者

平成18年６月　当社常務取締役資材本部責任

者

平成20年６月　当社専務取締役資材本部責任

者

平成22年３月　当社専務取締役

現在に至る

1,100株
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

３
大　立　泰　治

(昭和33年７月31日生)

平成16年12月　当社入社

平成17年２月　当社生産技術部長

平成17年３月　当社開発部長

平成17年10月　当社開発部責任者兼品質保証

部責任者

平成18年４月　当社執行役員開発本部責任者

兼品質保証部責任者

平成20年４月　当社執行役員開発本部責任者

平成20年６月　当社取締役開発本部責任者

平成23年６月　当社常務取締役開発本部責任

者

現在に至る　

2,100株

４
辻　本　雄　二

(昭和27年３月25日生)

平成20年４月　当社入社

平成20年６月　当社常勤監査役

平成21年６月　当社取締役総務部責任者

平成22年６月　当社取締役管理本部責任者兼

総務部責任者

現在に至る

1,000株

５
北　川　康　史

(昭和33年８月12日生)

平成19年９月　当社入社

平成19年11月　当社製造本部副責任者

平成20年４月　当社製造本部副責任者兼品質

保証部責任者

平成21年４月　当社執行役員製造本部副責任

者兼品質保証部責任者

平成21年８月　当社執行役員製造本部責任者

兼品質保証部責任者

平成22年６月　当社取締役製造本部責任者兼

品質保証部責任者

現在に至る

1,200株

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第２号議案　監査役１名選任の件

現在、監査役は３名でありますが、監査体制の強化充実をはかるため、
１名増員したいと存じます。
つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。　
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴（重要な兼職の状況）
所有する当社
株 式 の 数

鎌 倉 寛 保

(昭和22年１月27日生)

昭和46年11月　等松・青木監査法人(現有限責

任監査法人トーマツ）入社

昭和48年５月　公認会計士登録

現在に至る　　　　　　　　

－株

　（注）１．鎌倉寛保氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの公認会

計士として、平成４年４月から平成13年３月及び平成15年４月から平成17年

３月まで当社の会計監査に関与しておりましたが、業務執行を退いている現

在は、当社との間において、特別の利害関係はありません。

２．鎌倉寛保氏は、社外監査役候補者であります。同氏を社外監査役候補者とし

た理由は、公認会計士としての長年の経験から企業経営に関する幅広い知識

と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有していることで

あります。その知見・見識と社外監査役としての客観的な立場から当社経営

に対して中立的・公正な意見を期待できるものと判断して選任をお願いする

ものであります。

３．鎌倉寛保氏は、平成24年６月30日付をもって有限責任監査法人トーマツを退

職する予定であり、監査役就任日は平成24年７月１日を予定しております。

４．鎌倉寛保氏は、平成24年６月８日開催のトラスコ中山株式会社定時株主総会

の承認をもって、平成24年７月１日よりトラスコ中山株式会社の社外監査役

に就任する予定であります。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上　
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株主総会会場ご案内図
　

京都市伏見区久我本町11番地の260

当社本社第２工場４階会議室

電話　075（933）9555（代表）　
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京
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バス停
「久我石原町」

一方通行
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N

赤池交差点

城南宮

京都南インター

久我橋

国
道
１
号
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名
神
高
速
道
路

京都駅

（株）ユーシン精機

　《交　通》
①　ＪＲ京都線　向日町駅よりタクシーで約７分

　　西大路駅より市バス特13号(西大路通り久我石原町行)終点 約15分　

②　阪急京都線　東向日駅よりタクシーで約10分

　　桂駅より市バス南1号(竹田駅西口行)「久我石原町」下車 約30分　

③　近鉄電車･京都市地下鉄　竹田駅より市バス南1号(桂駅東口行)

　18号(久我石原町行）共に「久我石原町」下車 約25分

 なお、駐車場の準備はいたしておりませんので、あしからずご了承くだ　

さいますようお願い申しあげます。


